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その他1,320億円（16.1％）

公債費1,151億円(14.0％)

土木費782億円(9.5％)

衛生費
764億円(9.3％)

総務費

399億円

（4.9％）

警察費386億円 

（4.7％）

農林水産業費
345億円(4.2％)

商工費175億円(2.1％）

歳出

8,194億円

労働費16億円

）％2.0（ 
教育費

1,643億円 

（20.0％）

民生費

1,214億円 

（14.8％）

教育費

93,506円

民生費

69,084円

衛生費

43,478円

総務費

22,688円

農林水産業費

19,651円

商工費

9,973円

公債費

65,492円

土木費

44,531円

労働費

932円

その他

75,128円

警察費

21,994円

466,457円

４ ３
1,756,700９

歳入

8,194億円

その他自主財源982億円

（12.0％)

地方交付税1,600億円(19.5％)

国庫支出金1,293億円 

（15.8％）

県債870億円

（10.6％）
その他依存財源357億円(4.3％)

県税2,653億円

（32.4％）

自主財源

（49.7％）

依存財源

（50.3％）

繰入金240億円

（2.9％）

諸収入199億円

（2.4％）

県民税 計

767億円（28.9％）

個人県民税710億円

（26.8％）

法人県民税53億円

（2.0％）

県民税利子割

3億円(0.1％)

法人事業税574億円

（21.6％）個人事業税

）％0.1（ 円億72

地方消費税

694億円(26.2％)

事業税 計

601億円(22.7％)

自動車税

299億円(11.3％)

軽油引取税

211億円(8.0％)

不動産取得税38億円(1.4％)

県たばこ税

20億円(0.8％)

ゴルフ場利用税

17億円(0.6％) ）％2.0（ 円億5他のそ

総額
2,653億円

４

　令和４年度当初予算では、ふるさと三重を前

へ進めるため、新型コロナウイルス感染症対策

や防災・減災、国土強靱化の推進、カーボンニ

ュートラルに向けた取組の加速、三重の魅力を

活かした観光誘客などに積極果敢に取り組みま

す。



４

４

法人事業税

（１）付加価値割における賃上げへの対応

（２）外形標準課税対象法人に対する所得割の軽減税率の見直し

（３）ガス供給業に係る収入金額課税の見直し

不動産取得税２

個人住民税３

　法人税における賃上げ促進税制に合わせ、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた法人に対

して、雇用者全体の給与総額の増加額を付加価値額から控除します。（２年間の時限措置）

　ガス供給業について、製造・小売事業に係る課税方式を見直し、特定ガス供給業については収入割、

付加価値割及び資本割による課税とし、それ以外の事業者については他の一般の事業と同様とします。

　所得税において、住宅ローン控除の適用期限を令和７年末まで４年延長し、控除率を0.7％としつつ、

控除期間を13年等とする措置が講じられました。所得税の住宅ローン控除の適用者について、所得税額

から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）の控除限度額の範囲

内で、個人住民税額から控除します。

　新築家屋の取得の日等に係る特例措置及び認定長期優良住宅等に係る課税標準の特例措置を２年延長

します。

　外形標準課税対象法人の所得割について、軽減税率を廃止し、標準税率を1.0％とします。



３ ３ ４



42

45同一生計

ひとり親

同一生計

（※１） （※２）

（※３）

（※１)民法改正に伴い、令和4年4月1日から成年年齢は18歳に引き下げられていますが、賦課期日（1月1日）現在の年齢で判断する
　　　 ため、未成年者非課税の対象年齢が“20歳未満”から“18歳未満”に変わるのは令和5年度課税からです。
（※２)損失の繰越控除等を差し引く前の所得をさします。
（※３)損失の繰越控除等を差し引いた後の所得をさします。



公的

超える

日本国外の銀行等に

預けた預金の利子など
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４

以上 未満

新契約と旧契約の双方に加入している場合は、別添「タック
スアンサー」のとおり、最高5万円になるケースもあります。

新契約と旧契約の双方に加入している場合は、別添「タック
スアンサー」のとおり、最高5万円になるケースもあります。

令和4 年

未満

以上 未満

以上 未満

以上 未満

以上

未満

以上 未満

以上 未満

以上

表３ 所得金額調整控除
次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

給与等の収入金額が850万円を超える者で次のいずれかに該当する場合

ア　本人が特別障がい者に該当する

イ　年齢23歳未満の扶養親族を有する

ウ　特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

（給与等の収入金額－850万円）×10％

※給与等の収入金額が1,000万円超の場合

％01×）円万058－円万000,1（、は

（A+B）－10万円

※控除上限10万円

※上記１の所得金額調整控除の適用がある

場合には、その適用後の金額から控除

給与所得控除後の給与等の金額（A）及び公的年金等に係る雑所得の金額

(B）がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者

適用対象者 控除額

１

２

４

４

４ ４

３

３

３

４

４

４



別添：タックスアンサー（よくある税の質問）

No.1140  生命保険料控除 [令和3年9月1日現在法令等]

1. 生命保険料控除の概要

 納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料（コード1141）を支払った場合には、一定の

金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約

等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

 なお、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象とならないものもありますのでご注意ください。

2. 生命保険料控除額の金額

 新契約に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計

算式に当てはめて計算した金額です。

（１）新契約（平成24年1月1日以後に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの

金額をいいます。

新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険

料控除に適用されます。

異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内

容に応じて保険料控除を適用します。

その年に受けた剰余金や割戻金がある場合には、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の

比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの保険料等の金額から差し引きます。

１.

２.

３.

４.

（注）

年 間 の 支 払 保 険 料 等

20,000円以下

20,000円超 40,000円以下

40,000円超 80,000円以下

80,000円超

控 除 額

支払保険料等の全額

支払保険料等 × 1/2 + 10,000円

支払保険料等× 1/4 + 20,000円

一律40,000円



3. 生命保険料控除を受けるための手続

 生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除

を受けられることを証明する書類又は、電磁的記録印刷書面（電子証明書等に記録された情報の内容と、そ

の内容が記録された二次元コードが付された出力書面をいいます。）を確定申告書に添付するか又は確定申

告書を提出する際に提示してください。ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約（旧契約）等で

年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。

（所法76、120、所令262、平成29年国税庁告示10号）

 旧契約に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて

計算した金額です。

（２）旧契約（平成23年12月31日以前に締結した保険契約等）に基づく場合の控除額

　(1)～(3)による各控除額の合計額が生命保険料控除額となります。なお、この合計額が12万円を超え

る場合には、生命保険料控除額は12万円となります。

（４）生命保険料控除額

・ 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が６万円を超える場合

   旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額（最高５万円）

・ 旧生命保険料控除の年間支払保険料等の金額が６万円以下の場合

   新生命保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額と旧生命保険料控除の 

  年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額（最高４万円）

① 一般の生命保険料控除の控除額

・ 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が６万円を超える場合

   旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額（最高５万円）

・ 旧個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額が６万円以下の場合

   新個人年金保険料控除の年間支払保険料等の金額について(1)で計算した金額と旧個人年金保険

   料控除の年間支払保険料等の金額について(2)で計算した金額の合計額（最高４万円）。

② 個人年金保険料控除の控除額

（３）新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

旧契約に基づく「いわゆる第三分野とされる保険（医療保険や介護保険）の保険料」も、旧生命保険料

となります。

支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの

金額をいいます。

１.

２.

（注）

【参考】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm

年 間 の 支 払 保 険 料 等

25,000円以下

25,000円超 50,000円以下

50,000円超 100,000円以下

100,000円超

控 除 額

支払保険料等の全額

支払保険料等 × 1/2 + 12,500円

支払保険料等 × 1/4 + 25,000円

一律50,000円



ひとり親
本人がひとり親　30万円

11

ひとり親に該当しない者で、 ある等の要件があります。

43
29
15
　　0



ただし、合計所得金額が2,500万円を超える方は適用されません。

ひとり親控除・

月末７

12



13



（注2）

等 等 は、適用がありません。

（注3）令和4年1月1日以後、勤続年数が5年以下の役員等以外の退職金について、退職所得控除額を控除した残額の300

　　  万円を超える部分については適用がありません。

14

納税者本人が配偶者控除を
受けられるかどうか



15

　所得金額から所得控除額を差し引いた金額を基礎として計算した税額が、配当控除額、及び
年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の額の合計額よりも多い方（控除しきれなかっ
た外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。なお、この取
扱いは確定申告書の提出期限が令和 4 年 1 月 1 日以降となる確定申告書について適用されま
す。）なお、公的年金等に係る雑所得を有する方で、公的年金等の収入金額が 400 万円以下であ
り、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑
所得以外の所得金額が 20 万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。

　所得税は、1年間の所得金額と納めるべき税額を計算し、翌年2月 16日から3月 15日までの間に
申告し、納税することになっています。この申告を「確定申告」といいます。
　確定申告書の作成には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や「e-Tax」をぜひご利用ください。
自宅で簡単に申告書が作成できます。詳しくは、国税庁ホームページ〔https://www.nta.go.jp〕や
e-Tax ホームページ〔https://www.e-tax.nta.go.jp〕をご覧ください。

　給与所得者は、年末調整によって所得税額の精算が行われますので、一般的には確定申告の必
要はありません。ただし、次のような方は確定申告をしなければなりません。
　主な例　①給与の収入金額が2,000万円を超える方
　　　　　②給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える方
　　　　　③給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる
　　　　　　場合において、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の
　　　　　　所得の金額が20万円を超える方。
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H27.4.1

普通法人
外形標準課税対象法
人(※１)は除く

特別法人（協同組合、
信用金庫等及び医療
法人）

特別法人（協同組合、信用金庫等及び医療法人）

特定ガス供給業※

電気供給業（小売電気事業等、発電事業等及び特定
卸供給事業※を除く）、導管ガス供給業、保険業

電気供給業（小売電気事業等、発電事業等及び
特定卸供給事業※に限る）

電気供給業（送配電
事業のみ）・導管ガ
ス供給業（※３）、
保険業

電気供給業（小売電
気事業等、発電事業
等及び特定卸供給事
業（※４））

※１　外形標準課税対象法人とは、事業年度終了の日の資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人です（公益法人、特
　　　別法人等は除く）。 
※２　軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を有し、かつ資本金又は出資金の額が1,000万円以上の法人です。
※３　特定ガス供給業を除く製造小売事業については、令和 4 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から普通法人と同様の課
　　　税方式に変更。 
※４　特定卸供給事業については、令和 4年 4月 1日以後に終了する事業年度から適用。

※特定卸供給事業については、令和 4年 4月 1日以後に終了する事業年度から適用されます。 
※特定ガス供給業を除く製造小売事業については、令和 4 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から普通法人と同様の課税方
　式に変更。 

年400万円以下の所得     

年400万円を超え800万円以下の所得   

年800万円を超える所得、軽減税率不適用法人（※２）

組合員50万人以上で売上高が年1,000億円以上である
協同組合等の所得のうち年10億円を超える所得

3.4%

5.1%

6.7%

3.4%

4.6%

3.5% 

5.3% 

7.0% 

年400万円以下の所得 

法人事業税
所得割の税額

年400万円を超える所得、軽減税率不適用法人（※２）

5.5%

法人事業税
収入割の税額

62.5％－



）税別特人法方地（ 税業事人法別特

ついて

22

①電気供給業（小売電気事
業等、発電事業等及び特定
卸供給事業※３）

①を除く電気供給業、導管
ガス供給業※２、保険業

年400万円以下の所得 

特定ガス供給業※２ 

年400万円を超え年800万円以下の所得

R4.4.1

年800万円超の所得  
軽減税率不適用法人※１

0.48%

0.77%

0.32%

※１　軽減税率不適用法人とは、3以上の都道府県に事務所等を有し、かつ資本金又は出資金の額が1,000万円以上の法人

※２　特定のガス供給業を除く製造小売事業については、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から普通法人と同様の課税方式に変更。

※３　特定卸供給事業については、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用



※特定卸供給事業については、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。

（※特定卸供給事業）

所

23



24



25



26



28

40.85

059-253-8057

27



●自動車税環境性能割の税率について

　環境への負荷が低減されていない自動車に適用する税率は、自家用が3％、営業用が2％ですが、環境への負荷が低

減されている自動車を取得する場合は、その低減の程度に応じた税率が適用されます。該当する場合は、自動車税

（環境性能割・種別割）申告書を提出する際に、車検証を提示のうえ申し出てください。

 

28

※自家用乗用車の取得にかかる環境性能割の臨時的軽減措置（1%軽減）は令和3年12月31日で終了しました。

適用税率（新車、中古車）
区 分 排出ガス要件 燃費要件

１．乗用車（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

型式の例

上記以外のもの

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

3.0%

3.0%

3.0%

非課税

非課税

2.0%

2.0%

2.0%

19

20

21

22

24

26

55

非課税

1.0%

2.0%

2.0%

3.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

DAA、DBA

RAA、RBA

5AA、5BA

6AA、6BA

LCA、LDA

3CA、3DA

4CA、4DA

5CA、5DA

6CA、6DA

01

10

06

15

07

16

08
17

09
18

―

―

―

自家用 営業用 税率区分

上記以外のもの

上記以外のもの

ガソリン車
（税率区分:上段）

ＬＰＧ車
（税率区分:下段）

ディーゼル車

※ ｢税率区分｣とは、自動車税(環境性能割・種別割)申告書に記載する番号

※ 税率区分20～22の軽減措置はR5.3.31まで

用適り限に合場の車動自いないてし定算を値費燃ドーモCTLW、はていつに準基費燃度年2和令の内）　（ )注(

税率区分01・06～10・15～22・24・26の乗用車、電気自動車、燃料電池自動車、

天然ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車　以外の乗用車

平成30年排出ガス
基準50％低減達成
車
又は平成17年排出
ガス基準75％低減
達成車 (★★★★）

令和12年度燃費基準85%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
(令和2年度燃費基準123%達成) (注)

令和12年度燃費基準75%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
(令和2年度燃費基準109%達成) (注)

令和12年度燃費基準65%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
(令和2年度燃費基準達成) (注)

令和12年度燃費基準85%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
(令和2年度燃費基準123%達成) (注)

令和12年度燃費基準75%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
(令和2年度燃費基準109%達成) (注)

令和12年度燃費基準65%達成かつ
令和2年度燃費基準達成
(令和2年度燃費基準達成) (注)

令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成

令和12年度燃費基準60%達成かつ
令和2年度燃費基準達成

平成30年排出ガス
基準適合又は平成
21年排出ガス基準
適合（クリーンデ
ィーゼル車）



２．車両総重量2.5t以下のバス・トラック（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

区 分 排出ガス要件 燃費要件
適用税率（新車、中古車）

対象
自家用 営業用 税率区分

型式の例

令和2年度燃費基準+5%達成

(平成22年度燃費基準+57%達成) (注)

令和2年度燃費基準達成

(平成22年度燃費基準+50%達成) (注)

平成27年度燃費基準+25%達成

(平成22年度燃費基準+57%達成) (注)

平成27年度燃費基準+20%達成

(平成22年度燃費基準+50%達成) (注)

平成27年度燃費基準+15%達成

(平成22年度燃費基準+44%達成) (注)

平成30年排出ガス

基準50％低減達

成車

又は

平成17年排出ガス

基準75％低減達

成車（★★★★）

ガソリン車

バス

上記以外のもの

トラック

バス・

トラック

非課税

1.0%

非課税

1.0%

2.0%

3.0%

非課税

0.5%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

27

29

28

30

31

32

DAE、DBE

DAF、DBF

RAE、RBE

RAF、RBF

5AE、5BE

5AF、5BF

6AE、6BE

6AF、6BF

―

用適り限に合場の車動自いないてし定算を値費燃ドーモCTLWび及値費燃ドーモ80CJ、はていつに準基費燃度年22成平の内）　（ )注(

３．車両総重量2.5t超3.5t以下のバス・トラック（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

区 分 排出ガス要件 燃費要件
適用税率（新車、中古車）

対象
自家用 営業用 税率区分

型式の例

+15%達成

+10%達成

+5%達成

+15%達成

+10%達成

+5%達成

達成

+20%達成

+15%達成

+10%達成

達成

+20%達成

+15%達成

+10%達成

非課税

非課税

1.0%

2.0%

非課税

1.0%

2.0%

非課税

非課税

1.0%

2.0%

3.0%

非課税

0.5%

1.0%

非課税

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

40

41

42

43

44

45

46

47

非課税

非課税

0.5%

1.0%

平成30年排出ガス基準

50％低減達成車

又は

平成17年排出ガス基準

75％低減達成車（★★

★★）

平成30年排出ガス基準

25％低減達成車

又は　

平成17年排出ガス基準

50％低減達成車（★★

★）

平成30年排出ガス基準

適合

又は　

平成21年排出ガス基準

Nox･PM10%低減

平成21年排出ガス基準

適合

ガソリン車

ディーゼル車

バス・

トラック 平成27年度燃費基準

令和2年度燃費基準

令和2年度燃費基準

平成27年度燃費基準

平成27年度燃費基準

平成27年度燃費基準

平成27年度燃費基準

平成27年度燃費基準

上記以外のもの

非課税

1.0%

2.0%

非課税

0.5%

1.0%

33

34

35

36

37

38

39

DAF、DBF

RAF、RBF

5AF、5BF

6AF、6BF

CAF、CBF

4AF、4BF

QCF、QDF

3CF、3DF

LCF、LDF

―

バス

トラック

バス

トラック

バス・

トラック

バス・

トラック

バス・

トラック

４．車両総重量3.5t超のバス・トラック（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

区 分 排出ガス要件 燃費要件
適用税率（新車、中古車）

自家用 営業用

非課税

1.0%

2.0%

3.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

48

49

50

51

税率区分
型式の例

+10%達成

+5%達成

達成

平成28年排出ガス基準

(※1)適合又は

平成21年排出ガス基準

(※2)Nox･PM10%低減

平成27年度燃費基準

QSG、QTG、TSG、TTG、2SG、2TG

QQG、QRG、TQG、TRG、2QG、2RG

QNG、QPG、TNG、TPG、2NG、2PG

QJG、QKG、TJG、TKG、2JG、2KG

―

ディーゼル車

上記以外のもの

※1 車両総重量3.5t超7.5t以下のバス・トラックは平成30年排出ガス基準

※2 車両総重量3.5t超12t以下のバス・トラックは平成22年排出ガス基準

29



５．その他の自動車（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

区 分（排出ガス要件）

電気自動車、燃料電池自動車

プラグインハイブリッド自動車

適用税率（新車、中古車）

自家用 営業用 税率区分
型式の例

天然ガス自動車（平成30年排出ガス基準適合（3.5t以下の自動車）又は平成21年排出

ガス基準（※）Nox･PM10%低減）

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

非課税

52

52

53

ZAA、ZAB、ZBA、ZBB

QFA、QFE、TEG、TFG

DLA、ALA

※車両総重量3.5t超12t以下の天然ガス自動車は平成22年排出ガス基準

●その他の軽減措置（課税標準額控除）について

　バリアフリー対応バス・タクシー、ＡＳＶ（先進安全自動車）を次に掲げる期間内に取得する場合は、自動車税環境

性能割の課税標準額が控除されます。該当する場合は、自動車税（環境性能割・種別割）申告書を提出する際に、車検

証を提示のうえ申し出てください。

１．バリアフリー車両（新車に限る）

区 分 取得期間 控除額 コード

※１　公共交通移動等円滑化基準など一定の要件に適合する車両に限る

※２　バスは、一定の要件に該当する乗合バス（路線バス・空港アクセスバス等）及び貸切バス（観光バス等）に限る

（注）　「コード」とは、自動車税（環境性能割・種別割）申告書に、適用される軽減措置に応じ記入する番号

ノンステップバス

リフト付きバス（定員30人以上の空港アクセスバス）

リフト付きバス（定員30人以上）

リフト付きバス（定員30人未満）

ユニバーサルデザインタクシー

令和3年4月1日～令和5年3月31日

令和3年4月1日～令和5年3月31日

令和3年4月1日～令和5年3月31日

令和3年4月1日～令和5年3月31日

令和3年4月1日～令和5年3月31日

1,000万円

800万円

650万円

200万円

100万円

01

02

03

04

05

２．ＡＳＶ（先進安全自動車）特例（新車に限る）

区 分 搭載装置 取得期間 控除額 コード

年 3 月31日トラック（被けん引車を除く） 令和3年4月1日～令和5側方衝突警報装置 175万円 11車両総重量8t超

30



●軽自動車税環境性能割の税率について

　環境への負荷が低減されていない軽自動車に適用する税率は2％ですが、環境への負荷が低減されている軽自動

車を取得する場合は、その低減の程度に応じた税率が適用されます。該当する場合は、軽自動車税（環境性能割）申告

書を提出する際に、車検証を提示のうえ申し出てください。

適用税率（新車、中古車）

令和12年度燃費基準75%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

(令和2年度燃費基準109%達成) (注)

令和12年度燃費基準60%達成かつ

令和2年度燃費基準達成

(令和2年度燃費基準達成) (注)

令和12年度燃費基準55%達成

非課税

1.0%

2.0%

2.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

01

05

06

07

区 分 排出ガス要件 燃費要件

自家用 営業用 税率区分

上記以外のもの

ガソリン車

１．乗用車（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

用適り限に合場の車動自いないてし定算を値費燃ドーモCTLW、はていつに準基費燃度年2和令の内）　（ )注(

適用税率（新車、中古車）
区 分 排出ガス要件 燃費要件

自家用 営業用 税率区分

平成30年排出ガス基準50％低減達成車　又は

平成17年排出ガス基準75％低減達成車

（★★★★）

平成30年排出ガス基準50％低減達成車　又は

平成17年排出ガス基準75％低減達成車

（★★★★）

平成27年度燃費基準+25%達成

(平成22年度燃費基準+57%達成) (注)

平成27年度燃費基準+20%達成

(平成22年度燃費基準+50%達成) (注)

平成27年度燃費基準+15%達成

(平成22年度燃費基準+44%達成) (注)

上記以外のもの

ガソリン車

２．車両総重量2.5t以下のトラック（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

用適り限に合場の車動自いないてし定算を値費燃ドーモCTLWび及値費燃ドーモ80CJ、はていつに準基費燃度年22成平の内）　（ )注(

非課税

1.0%

2.0%

2.0%

非課税

0.5%

1.0%

2.0%

08

09

10

11

適用税率（新車、中古車）
区 分（排出ガス要件）

自家用 営業用 税率区分

電気自動車、燃料電池自動車

天然ガス自動車（平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準Nox10%低減）

３．その他の軽自動車（取得期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

非課税

非課税

非課税

非課税

12

12

31

※自家用軽乗用車の取得にかかる環境性能割の臨時的軽減措置（1%軽減）は令和3年12月31日で終了しました。
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　自動車税種別割は、４月１日現在の所有者に課税されます。所有権の移転などがあると次のようになります。

種別割

種別割

33



◇

◇

21

　◇次のAに該当する場合は、通常の税額より概ね75％軽減されます。

　　A①電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車

②天然ガス自動車

平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準（※）NOx10％低減

）準基スガ出排年22成平は車動自スガ然天の下以t21超t5.3量重総両車※（  

◆適用対象

5

5 5

◆適用年度

　◇次のBに該当する営業用乗用車は、通常の税額より概ね75％軽減されます。

　　B①ガソリン及びLPG車

 　平成30年排出ガス基準50％低減達成車又は平成17年排出ガス基準75％低減達成車

　　 　かつ、令和２年度燃費基準達成車かつ、令和12年度燃費基準90％達成車

　　  ②クリーンディーゼル車

　　  　平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合

　　  　かつ、令和２年度燃費基準達成車かつ、令和12年度燃費基準90％達成車

　◇次のCに該当する営業用乗用車は、通常の税額より概ね50％軽減されます。

　　C①ガソリン及びLPG車

　　  　平成30年排出ガス基準50％低減達成車又は平成17年排出ガス基準75％低減達成車

　　  　かつ、令和２年度燃費基準達成車かつ、令和12年度燃費基準70％達成車

　　  ②クリーンディーゼル車

　　  　平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準適合

　　  　かつ、令和２年度燃費基準達成車かつ、令和12年度燃費基準70％達成車

21

34

ン

ン

ン



種別割

種別割

35



38

、その他社会参加活動（※）

※令和3年4月から、減免制度を拡充し、家族運転の場合の使用目的に「その他社会参加活動（身体障がい者等の

方が社会生活を営むための全ての使用）」を追加しました。

　「その他社会参加活動」とは、例えば、買い物、レジャー、ボランティア活動、図書館、塾・習い事、○○教室、各種

行事への参加などをいい、障がい者の方を乗せて使用する場合が対象となります。ただし、不定期なものや短期

的（6ヶ月未満）なものは、対象となりませんので、ご注意下さい。
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申出書（納税義務者が自署したもの）

ウ.保護者であることが確認できる書類（保護者名義とする場合）

※ウ .の書類は身体障害者手帳等で確認できる場合は不要

エ.保護者であることが確認できる書類（保護者名義とする場合）

※エ.の書類は、身体障害者手帳等で確認できる場合は不要

_00002

使用目的の申出書（家族運転用）及び

（介護者運転用）

37

　当該年度の自動車税種別割の減免を受けようとする場合は、当該年度４月 1 日現在で車検証に記載される所有者、

使用者とも身体障がい者等の方本人でなければなりません。このため、所有者、使用者の名義が身体障がい者等の方本

人になっていない車の場合は３月 31 日までに名義変更をしていただく必要がありますのでご注意ください。（割賦販

売の場合は、所有者が自動車販売業者等、使用者が身体障がい者等の方本人でも可）。

　ただし、身体障がい者等の方が 18 歳未満の場合、又は療育手帳を交付されている方の場合は、手帳記載の保護者の

名義でも構いません。また、精神障害者保健福祉手帳を交付されている方の場合は、住民票謄本等で確認した保護者に

相当する方の名義でも構いません。

　なお、令和３年度より、身体障がい者等の方が 18 歳未満の時から保護者等の名義で減免を受けていた自動車で、18

歳になった時以降に当該自動車の使用状況に変更がない場合は、保護者の名義のままでも減免を継続します。

　自動車税種別割の賦課期日（４月 1日）までに所有している自動車について、その年度の減免申請をされる場合は、

納期限 ( 通常は５月 31 日 ) が申請期限です。また、自動車を新たに購入（新車・中古車を問いません。また、名義変更も

含みます。）する場合は、運輸支局での登録をするまでに、減免申請の手続きをしてください。（申請は代理人でも可）

　なお、期限後の申請、登録後の申請及び４月 1日以降に身体障がい者等の方本人に名義変更された自動車について

は、翌年度から減免の対象となります。

　申請を行い該当することとなった場合に減免となる税は、自動車税種別割と自動車税（軽自動車税）環境性能割で、

減免される税額は原則として全額になりますが、減免を受けようとする自動車については、自動車税種別割の滞納が

ないことが必要です。

身体障害者手帳等(原本が必要。有効期限を過ぎた手帳は対象外。）



（既に減免を受けている自動車、又は受けたことのある自動車）

　なお、新車の場合は減免を受けた日の翌日から2年間、中古車（既に所有している自動車を含む）の場合は減

免を受けた日の翌日から1年間に限り、既減免車を譲渡して別の車での減免申請はできませんのでご注意くだ

さい。
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令和３年 令和５年

〔自家用乗用車〕

区　分

電気自動車

燃料電池自動車

天然ガス自動車

軽 減 率

75%軽減

〔営業用乗用車〕

区　分

電気自動車、天然ガス自動車

2030年度基準90%達成

2030年度基準70%達成

軽 減 率

75%軽減

50%軽減

25%軽減

〔軽貨物自動車〕

区　分

電気自動車、天然ガス自動車

軽 減 率

75%軽減

注1　天然ガス自動車に適用する排ガス要件：H30規制適合又はH21規制からNO×10%低減達成に限る。

　2　ガソリン車に適用する排ガス規制：平成30年排出ガス基準50%低減達成又は平成17年排出ガス基準75%低減達成

。る限に）★★★★（ 　　

40

軽自動車税種別割が安くなる場合

※被けん引車、ガソリンハイブリッド軽自動車、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車等は除きます。



6

41



（中小事業者等に限定。）

（産業廃棄物処分
業者等は、中小事業者等に限定（除外要件あり）。）

設置

（木材注薬業を除く。）

42

とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、

掘削又は運搬のために使用する建設機械（カタピラを有しないものを除く。）

の動力源の用途



43



6

固

6

定資産評価基準により

44



45

項



5
5
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６



47

６



住家

種別割 種別割

令和3

4 5

48



5

49

　なお、景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税の負担調整について、激変緩和の観点か

ら、令和４年度に限り、商業地等（負担水準が60％未満の土地に限る）の課税標準額の上昇幅を、評価

額の2.5％（現行 :５％）とします。

※令和４年度に限り2.5％とする特別な措置が講じられています。

※
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51



※「法人税の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が「消費税申告期限延長届出書」

を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の

属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限を1月延長することができます。
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〈抜粋〉
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56



57

2,035 198.00

126.60

70.00

330

219

160 37.80

３



（1）紙巻たばこ（1,000本につき）について

税率については、次のとおり段階的に引き上げられています。

（2）加熱式たばこについて

加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算は、重量及び小売定価を基に、次に記載している計算

式で行なうこととされています。

加熱式たばこ１箱の紙巻たばこの本数への換算値　＝　A ＋ B ＋ C

）2注（ 2.0  × ）む含を量重の等ータルィフ、紙巻（量重のりた当箱1こばた式熱加　＝　A

B　＝　
加熱式たばこ1箱当たりの重量（巻紙、フィルター等の重量を除く） 

）3注（ 8.0  ×  5.0  ×
0.4ｇ

C　＝　
加熱式たばこ１箱当たりの小売定価（消費税抜き） 

）3注（ 8.0  ×  5.0  ×
紙巻たばこ１本当たりの平均小売価格（注1）

「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びに

たばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。

加熱式たばこの紙巻たばこの本数への換算方法の見直しについては、激変緩和等の観点から、平成30

年10月1日から令和4年10月1日までにかけて、段階的に行うこととされています。

（注1）

（注2､3）

期　間 （注2）の率

0.8

0 .6

0 .4

0 . 2

－

0.2

0 .4

0 .6

0 .8

1. 0

経

　過

　措

　置

（注3）の率

平成30年

令和 元 年

令和 2 年

令和 3 年

令和 4 年

10月1日～(第一段階)

10月1日～(第二段階)

10月1日～(第三段階)

10月1日～(第四段階)

10月1日～(第五段階)

（※）

１g 未満（令和 3 年 9 月 30 日までは 0.7g 未満）のものをいいます。

58

H30.10.1～

９月30日までは0.7本）



59

（注 3）

（注3）令和5年1月より「国民体育大会」は「国民スポーツ大会」へ名称変更されます。
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61

102
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64



・業種・取得価額等

（※）

（※）

等

（※）個人事業税については、災害を受けた日以後に納期限の到来する当該年度分が対象となります。

45ページ

65



28～31、34

36～38

45～46

41～42

46

45

47

59

25

27

27

33

66

自動車を抹消登録した場合、自動車税種別割は月割課税になります。抹消登録、

名義変更の手続きは確実に !

相続による取得、公共の用に供するための道路の用地の取得など不動産取得税の

非課税の措置があります。



そのまま放置されると・・・。
　納期限までに納付がない場合は、納付までの日数に応じて延滞金がかかります。

　また、督促状の送付を受けても納付がない場合は、差押えなどの滞納処分を受けることになります。

間

67



68



県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割

　等

69



70

　e-Taxとは、所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税、印紙税、酒税、揮発油税、石油ガス税な

どの申告や法定調書の提出、青色申告の承認申請などの各種手続きを税務署に出向くことなく、イン

ターネットを通じて行うことができるものです。税金の納付も、ダイレクト納付やインターネットバ

ンキング、ペイジー（Pay-easy）対応のATMを利用して行うことができます。

火

月・土・日・休祝日（メンテナンス日を除きます。）



三十三 愛知

東日本

、PayPay銀行、楽天

●ニューヤマザキデイリーストア

Pa yPa y銀行

4 4

4

PayPay…https://paypay.ne.jp

finance/

PayPay

個人事業税

不動産取得税

個人事業税

不動産取得税

71

75

73

72



（以下、ゆうちょ銀行等）

72

71

82



スマートフォン

、スマートフォン

種別割

（随時課税分は除く）

東日本

スマートフォン

4  5 1

PayPay

(注)金融機関によっては､利用できる方法(パソコン､スマートフォン､ATM等)､時間帯が異なりますので､ご利用にあたっては､各金融機関に

　  お問い合わせください。

73



スマートフォン、

スマートフォン、

74

82



2日～4日

82

75



、個人事業税、不動産取得税 「PayPay」

・個人事業税　　

・不動産取得税

「PayPay」

・PayPayの利用方法（請求書払い）

  詳細については、以下でご確認ください。

   PayPayホームページ　　https://paypay.ne.jp

76



77

領収証書･継続検査用の納税証明書は発行されません｡納付後に送信される支払完了通知メールやア

プリ上の取引履歴､通帳の記帳によりご確認ください。



→令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年2.4%

→令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 年8.7%

令和4年の延滞金特例基準割合は年1.4%です。

　県税を納期限までに納めていただかなかったときには､未納となっている本税に対し納期限の翌日から納

付の日までの期間に応じて次の率でかかります。

78



軽自動車税環境性能割・

還付加算金

令和4年の還付加算金特例基準割合は年0.9%です。

とおりです。

79



、③

決定をすることができないこととなる日前3か月以

内に申告書（※1）の提出があったことに伴う不申告

加算金の決定をする場合

更正をすることができないこととなる日前6か月以

内に更正請求があった場合、その更正に伴う加算金

の決定をする場合

上記②イの期間を過ぎても申告書の提出があった日

から3か月間（※2）

　

上記②ウの期間を過ぎても更正請求のあった日から

6か月間

※1　調査による更正決定を予知して提出があったものを除きます。

※2　令和2年4月1日以後に法定納期限が到来する不申告加算金について適用します。

80



三重県の

314

81



3日～10日以内

やスマートフォン決済アプリ

82

登録番号に「＊＊＊＊＊＊」印があるものは、前年度以前の自動車税種別割

が未納となっているためです。車検を受けるには、県税事務所の窓口で未納

分と今年度分を納付いただき、納税証明書の交付を受けてください。

４

55

４



（法人の場合は、法人のご住所、法人名、代表者名）

証明を希望する内容（必要年度、必要税目（自動車税種別割の場合は自動車登録番号・車台番号下３桁が

必要）、使用目的など）
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514-0303 059-253-8056･8057津市雲出長常町字六ノ割1190-1

85



国税に関する一般的なご相談は

電話相談センターへ

電話相談センターでは、税務に精通した国税局の職員がお答えします。

Step１

Step２

Step３

月～金曜日（祝日・年末年始を除く）8：30～17：00

（注）所得税等の確定申告期は、０番に確定申告に関するご相談等が追加されます。

※電話番号は上記をご覧ください

税務署からのお尋ね・税務署での面接相談の事前予約等

消費税軽減税率・インボイス制度についてのご相談等

１

２

３

電話相談センター

お近くの税務署へ電話をかけます

音声案内に従い １ 番を選択

音声案内に従い相談内容を選択
所得税１

源泉所得税・年末調整・支払調書２

譲渡所得・相続税・贈与税・財産の評価３

法人税４

消費税・印紙税５

その他６

フリーダイヤルもご利用いただけます
〈電話番号〉0120－205－553

１２３
４５６
７８９
＊０＃
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8134
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債権管理課
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市民
会館



059（253）8056・8057 059（253）8058

514-0303 　津市雲出長常町字六ノ割1190-1

　　　　　  （三重県自動車会議所会館内）
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